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・  南九州市職員の定年等に関する条例の一部を
改正する条例
　 　市職員の定年年齢を令和5年4月から2年
ごとに1歳づつ引き上げ、60歳から65歳に改
正を行うもの。

・  南九州市ひとり親家庭等医療費助成に関する
条例の一部を改正する条例
　 　現行、受給資格者が市役所窓口へ助成申請
を行う方式に加え、受給資格者が医療機関へ
申請書を提出し、医療機関が市に申請書を送
付する方式を取り入れることに伴い、受給資格
者が医療機関へ支払う証明手数料の一部を助
成するため所要の改正を行うもの。

・  南九州市奨学金貸付基金条例の一部を改正する条例
　 　奨学金貸付基金の有効活用を図るため、貸
付人数及び貸付額並びに返還期間の見直しに
伴い所要の改正を行うもの。

その他の条例
・ 南九州市議会議員定数条例の一部を改正する
条例（※詳細は13ページ）
・ 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係条例の整備に関する条例
・ 南九州市課設置条例等の一部を改正する条例
・ 南九州市立学校設置条例の一部を改正する条
例の一部を改正する条例
・ 南九州市報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例
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条例の制定・改正・廃止（１２月定例会）

西木場水源地の環境と水質保全に関する請願

請願者　西木場水源地の環境と水質を守る会
　　　　川辺町上山田　有馬芳太郎
　　　　　　　　　　　佛淵　学
　　　　　　　　　　　庭月野慎一
　　　　　　　　　　　泊　直敏

紹介議員
　大倉野　由美子
　大倉野　忠浩
　日置　友幸

請願の要旨
　川辺町上山田の川原山・打木谷地区の水源地
に近い「民間残土処理場」の事業者から市に対
して処理場の拡張を計画した土地利用協議書が
提出され、地元説明会もあったところである。住
民は水源地の環境はじめ、飲料水・生活用水の汚
染に重大な懸念を持っている。市において事業
活動を厳格に調査・確認の上、住民の側に沿った
対応を請願する。

総務常任委員会では関係する所管課と、
紹介議員の同行を求め12月６日に現地調
査を実施

請願者を含む地元住民６名と共に、処理
場に隣接する民地より視認しながら説明を
受ける

委員会に請願者代表２名、都市政策課、耕
地林務課、市民生活課、及び水道課の出
席を求め審査

委員会において、事業者による「残土処理
場」の管理に対する問題点、疑問点を審
議。県の保健所による現地確認も行われ
て、今後の対応を検討中とのことから委員
会としては継続審査

  請　願

財産の処分（可決）
処分物件
　旧川辺学校給食センター
　川辺町平山字小松ケ尾2981番4
譲渡先
　株式会社ヨシヤ食品
　鹿児島市東開町13-18
処分予定価格
　土地　金7,839,762円
　建物　無償
処分予定年月日
　令和５年３月31日

一部改正（原案可決）制定（原案可決）

廃止（原案可決）

・  南九州市個人情報の保護に関する法律施行条
例
　 　国の法律が改正されたことに伴い，個人情
報保護条例を廃止し、個人情報取扱事務の登
録、開示請求等の決定期限、運用状況の公表
などを定めるもの。

その他の条例
・  南九州市教育に関する事務の職務権限の特例
に関する条例

・  南九州市知覧観光案内所条例を廃止する条例
・   南九州市営駐車場条例を廃止する条例
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問 　国の地方公務員法の改正に準じて改正する
ものか。
答 　地方公務員法の改正によって示されている
国家公務員等の措置に準じ定めるものであ
る。

～委員から～
６月議会において、ひとり親家族等医療費助成の
「自動償還払い方式」について、鹿児島県知事
へ意見書を提出したが、いまだ実現していない
中、自治体間で協力して改正にいたったことは
非常に素晴らしいことであるとの意見が出され
た。

問 　奨学生の貸付人数の上限・制度変更の周知
方法は。

答 　明確な上限の定めはない。基金残高の状況
を鑑み、申込者の状況により対応していきた
い。市内各中学校、高等学校へ文書で通知す
るとともに、市のホームページ、広報紙により
周知を図っていく。

～委員から～
　奨学金の額あるいは制度の周知が不十分な点
もあったと考えられる。積極的に対象者へ制度
を伝えるよう意見が出された。

問 　国に統一し、一元化する一番の目的は。
答 　国の機関、民間事業者、地方公共団体等そ
れぞれの取り扱いを規定していたが、統一し
た法制化がなされたことから、施行条例を制
定する必要があった。


